
 

船舶事故調査報告書 

令和２年３月２５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 平成３１年２月２７日 ０２時３９分ごろ 

発生場所 愛知県名古屋市名古屋港第１バース 

 名古屋港西航路第９号灯標から真方位２７８°１,２８０ｍ付近 

 （概位 北緯３５°０１.４′ 東経１３６°４７.７′） 

事故の概要  コンテナ船TRIUMPH
トライアンフ

は、出港操船中、着岸中のコンテナ船HEUNG
ヒ ュ ン

-A
ア

 

JAKARTA
ジ ャ カ ル タ

に衝突した。 

事故調査の経過 平成３１年２月２８日、主管調査官（横浜事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ コンテナ船 TRIUMPH（バハマ国籍）、９,５４９トン（９０７Ｔ

ＥＵ） 

   ９３４２７９８（ＩＭＯ番号）、CONTINENT MARITIME S.A.、興

徳海運株式会社（船舶管理会社） 

Ｂ コンテナ船 HEUNG-A JAKARTA（パナマ共和国籍）、８,２９９ト    

ン（６５３ＴＥＵ） 

９１４６２９７（ＩＭＯ番号）、GSH2 CONTAINER CARRIER I 

AS、HEUNG-A SHIPPING CO.,LTD.（船舶管理会社） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ（フィリピン共和国籍）、締約国資格受有者承認証 船長

（バハマ国発給） 

Ｂ 船長Ｂ（中華人民共和国籍）、締約国資格受有者承認証 船長

（パナマ共和国発給） 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 左舷船尾部ブルワークに亀裂を伴う凹損 

Ｂ 右舷船尾部外板に凹損及び擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北北東、風速 約８～１２m/s、視界 良                 

好 

海象：波高 約０.３～１.０ｍ、潮汐 下げ潮の中央期 

事故の経過  Ａ船（全長１４５.１２ｍ）は、船長Ａほか１６人（全員フィリピ

ン共和国籍）が乗り組み、Ｂ船の後方約７５ｍの位置で船首を北西に

向け、第１バースに入船左舷着けで着岸していた。 

Ａ船は、係留索を全て岸壁のビットから離し、船長Ａが、バウスラ

スタを右舷一杯として船首を右舷方に振ったのち、主機を半速力前進

として右舵一杯とし、約４ノットの対地速力で右回頭していたとこ

ろ、左舷船尾部がＢ船の右舷船尾部に衝突した。 

船長Ａは、本事故当時、船首方に着岸中のＢ船との距離に余裕があ

ると思い、一旦後進することなく、前進行きあしのみで右回頭したの



 

で、Ａ船が左舷方に圧流されてＢ船に衝突したと本事故後に思った。 

 Ｂ船（全長１４０.０６ｍ）は、船長Ｂほか１６人（中華人民共和

国籍１１人、バングラデシュ人民共和国籍５人）が乗り組み、第１バ

ースに入船左舷着けで着岸中、Ａ船が衝突した。 

分析  

 

 Ａ船は、出港操船中、約８～１２m/s の北北東の風が右舷船首方か

ら吹く状況下、船長Ａが、船首方に着岸中のＢ船との距離に余裕があ

ると思い、後進してＢ船との距離を離しておらず、前進行きあしのみ

で右回頭したことから、船尾が北北東の風によって左舷方に圧流さ

れ、Ｂ船に衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、着岸中、Ａ船が衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、Ａ船が出港操船中、約８～１２m/s の北北東の風

が右舷船首方から吹く状況下、船長Ａが、船首方に着岸中のＢ船との

距離に余裕があると思い、後進してＢ船との距離を離しておらず、前

進行きあしのみで右回頭したため、船尾が北北東の風によって左舷方

に圧流され、Ｂ船に衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、離岸する際、必要に応じて主機を後進とし、船首方に着

岸中の他船との距離を離してから回頭すること。 

 ・船長は、最新の気象情報を入手し、風が強まると予想される場合

は、出港を見合わせるか、又はタグボートの支援を受けること。 

 


